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福岡大学教職員組合は､ 1956年に設立の準備が開始され､

翌1957年 (昭和32年) ３月に誕生し､ 今年で創立50年にな

ります｡ 50周年を記念して､ このハンドブックを企画しま

した｡ このハンドブックには､ 組合の組織､ 規約､ 組合活

動内容などを紹介しています｡ また､ この50年の活動の歴

史を簡潔にまとめてみました｡ これを見ていただければ､

組合がこの50年間で少しずつではありますが､ 着実に給与

と労働条件の面で成果を上げて来たことがおわかりいただ

ける事と思います｡ 歴代の執行部の真剣な努力の積み重ね

と組合員の協力によって､ 活動が継続し､ 成果をあげ得た

ものであると考えます｡

しかし50年というのは､ これから長く続く福岡大学教職

員組合の歴史の一時点にすぎないと思います｡ 今後も組合

員皆が結束し､ 職場懇談会での話し合い､ 大会での発言や

組合新聞への投稿など地道な努力を続けることにより組合

が活性化し､ 福岡大学教職員組合並びに福岡大学がともに

発展していくことが望まれます｡ このハンドブックが今後

の組合活動の一助となればと願っています｡

平成19年９月吉日

福岡大学教職員組合
中央執行委員長 光冨省吾
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《福岡大学教職員組合創立50周年によせて》

《七隈の夕べ､エボシ祭り､筑紫まつり(グラビア)と�43年の職組ニュース》
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福岡大学教職員組合は組合員の諸権利の擁護と拡大､ 労働条件の改善､

そして組合員の社会的・文化的生活の保障・向上をはかるとともに､ 教

育､ 研究､ 医療の民主的発展および大学運営の民主化をすすめることを

目的 (規約第３条) としています｡

私たちの組合が､ 労働者として一番力を入れることは当然のことなが

ら ｢労働条件の改善｣ です｡ その中で最大の関心事のひとつが給与です｡

本学では私たちの ｢本俸｣ は国家公務員の給与表に準じていますので､

毎年国家公務員の給与に関する人事院勧告が出されると､ この勧告内容

にそって本学給与等の改善を速やかに実施するよう組合は要求していま

す｡ また､ 本学には独自の諸手当がありますが､ 組合はこの改善につい

ても常に大学と交渉してきました｡

その他の労働条件については法律の定めによって､ 組合は大学と協定

を結んでいます｡ 現在､ 休日や時間外の労働について取り決めるいわゆ

る ｢三六協定｣ などのいくつかの協定を締結しています｡ このほか､ 組

合は労働安全衛生法に基づいて大学および２つの病院に設置されている

｢衛生委員会｣ に､ 組合から委員を出して､ 職場の環境衛生管理にも発

言しています｡

これまで組合は､ 労働条件については諸手当の改善等の実現に努力し

てきましたが､ 大学財政の逼迫がいわれるようなった現今では労働条件

の悪化が懸念されます｡ これに対しては､ 組合員一人ひとりの組合への

強い結集が必要です｡

また､ 組合では組合員間の親睦をはかり､ 明るい職場をつくるための

いろいろな催しや福利厚生活動を行っています｡ これについては ｢福利

厚生｣ (��15‒24) の項をご覧ください｡
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私たちの組合は､ 福岡大学との協定によって定められた ｢管理的｣ 職

務に従事する者を除いた､ 福岡大学に常時勤務する教職員で構成されて

います｡ 本部および七隈､ 烏帽子形両支部によって組織され､ 組合員は

どちらかの支部に所属しています｡ 私たちの組合の姿は ｢労働組合｣ と

しての法的保護を受けることができる組織としては､ 両支部を含めた全

体の単一労組としての組合です｡ したがって､ 本部規約および中央執行

委員長については労働基準局に届けています｡

組合の実際の活動は､ 規約によって定められた組合の各機関によって

以下のとおり行われています｡

① 大会

組合の最高決定機関です｡ 各ブロック (職場単位で分かれている) か

ら組合員５名に１名の割合で選出された代議員をもって構成されます｡

原則として12月に開く定期大会と､ 必要がある時に招集される臨時大会

があります｡ ここでは代議員以外の一般組合員も出席して､ 意見を述べ

ることができます｡ 毎年の活動計画や予算・決算､ その他組合活動の重

要な問題がここで決議されます｡

大会の成立には定足数があるため､ 勤務の都合等で出席できない代議

員は委任状を提出することになります｡

② 執行委員会

大会の決定事項と緊急事項を執行する組合の執行機関です｡ 構成は執

行委員長､ 副委員長､ 書記長の ｢三役｣ と執行委員です｡ 中央執行委員

は支部三役を含む両支部の８名と中央三役３名とを合わせて合計11名か

らなっています｡ 支部執行委員会は支部三役および各ブロックから選出

された執行委員からなっています｡ 三役は選挙で選ばれますが､ 執行委

員の選出は各ブロックに任されています｡
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③ 評議員会

組合の審議機関であり､ 大会の開催されない期間において､ 執行委員

会の求めに応じて重要事項を審議し､ その他組合活動について必要な事

項を審議し､ 執行委員会に助言します｡ 現在は大会前に､ 大会にはかる

議案について検討・審議しています｡

④ 選挙管理委員会

組合のいろいろな選挙を実施､ 管理する委員会です｡ 役員選挙では中

央・支部の三役は組合員の直接選挙になっています｡ 選挙管理委員会は

まず選挙を行う旨の公告を出し､ 立候補者または推薦者を求めます｡ 次

に受け付けた候補者を公示し､ 各ブロックの実態に合わせて選挙を行い

ます｡ 選挙終了後､ 開票､ 集計し､ 当選者の確定を行い､ 公告します｡

役員選挙以外でも､ 選挙の必要があれば､ 中央､ 支部の選挙管理委員会

が選挙を管理します｡

⑤ 各委員会・対策委員会

中央および両支部の活動を行うために､ 各委員会・対策委員会が執行

委員会で設置されています (５ページ組織図参照)｡ どのような委員会

を置くかは､ その年の活動計画に基づいて決められます｡ 執行委員以外

の組合員も専門委員になることができます｡

⑥ 職場懇談会

各ブロックの組合員が集まり､ 問題を指摘し､ 議論を通して認識を深

め､ 解決の方法をさぐります｡ 執行委員・代議員を中心に開催し､ 結果

は支部執行委員会を通して組合活動に反映されます｡
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役員の任期は選挙管理委員を除いて､ 定期大会より１年間です｡ 選挙

管理委員は､ 臨時大会より次の臨時大会までの１年間となっています｡

① 執行委員長 …組合を代表し､ 執行機関として組合業務を

統轄します｡

② 執行副委員長 …委員長を補佐し､ 委員長に事故あるときは

その業務を代行します｡

③ 書記長 …委員長を補佐し､ 組合の業務一般を処理し

ます｡

④ 執行委員 …業務を分担､ 処理します｡ (意見を集約し､

執行委員会に報告します｡)

⑤ 評議員 …組合の審議機関である評議員会に出席し､

審議･議決を行い､執行委員会に助言します｡

⑥ 代議員 …組合の最高議決機関である大会に出席し､

意見を述べ議決を行います｡

⑦ 対策委員・専門委員…各対策委員会に出席し､ 問題点の洗いだし､

出された問題の調査・分析を行い､ 基礎デー

タを作成します｡

⑧ 会計監査委員 …組合の会計事務､ 資産を監査します｡

⑨ 選挙管理委員 …組合の各種選挙を実施､ 管理します｡

役員・各委員の選出は⑦⑧⑨を除いて､ 基本的に選挙で行われます｡

④⑤⑥は各ブロックで選出数が決められていますので､ 具体的な選出は

各ブロックに任されていますが､ 選出後は選挙管理委員会へ届出なけれ

ばなりません｡

…………

………

………………

……………

………………

………………

………

………
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執行委員会で活動計画に基づいて設置を予定し､ 大会で承認されます｡

平成19年度 (2007年) の組合組織は次の通りです｡
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支部大会

支部評議員会

七 隈 支 部
執行委員会

書 記 局

給与対策委員会

労働条件対策委員会

研究教育条件
対策委員会

組合活性化委員会

男女共同参画委員会

職 場 懇 談 会

支部大会

支部評議員会

烏帽子形支部
執行委員会

書 記 局

給与対策委員会

労働条件対策委員会

研究教育条件
対策委員会

福利厚生対策委員会

組合活性化委員会

筑 紫 病 院
合同対策委員会

職 場 懇 談 会

本部大会

本部評議員会

中央執行委員会

書 記 局

新聞編集委員会

ニュース速報委員会

法 律 相 談 部

情 報 化 委 員 会

創立50周年記念
実 行 委 員 会
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� 中央執行委員会

中央執行委員会の主要な任務は､ 七隈・烏帽子形両支部から提起され

た要望を検討／調整して学長交渉に臨み､ 大学当局に要求していくこと

にあります｡ 今年度は以下の委員会を設置し､ 組合の日常活動､ 情宣活

動を行っています｡

① 書記局

中央および七隈・烏帽子形両支部書記長の３名により構成されてい

ます｡ 各々の委員長を補佐しながら､ 組合費の有効かつ適正な予算執

行に努め､ また､ 組合書記の業務の指示・指導を行い､ 組合を円滑に

運営しています｡

② 新聞編集委員会

年３回の発刊を行なっています｡ 組合員にとって重要な問題､ 組合

員からの問題提起や疑問点など､ 随時､ 臨時発刊を行います｡ また､

新聞に掲載する原稿 (話題) は種々で､ 組合員の投稿も募っています｡

２回目の発刊では､ その年４月採用者について新組合員紹介を掲載し

ています｡

③ ニュース速報委員会

学長交渉､ 組合大会､ 評議員会の議事録や各種行事の案内等を､

｢正確かつ迅速｣ にをモットーに 『職組ニュース』 として全組合員に

配布しています｡

④ 法律相談部

法律相談部は､ 組合および組合員の遭遇した法律上のトラブルに関

して､ その問題点を確認し､ 適切な解決方法を探る一助となることを

目的としています (��19参照) ｡

⑤ 情報化委員会

パソコンを両支部に設置するなど､ ホームページや組合掲示板を組

合員全員が利用できるようにと考えています｡
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⑥ 創立50周年記念実行委員会

創立50周年にあたり､ 全組合員への記念品を考えています｡

� 七隈支部執行委員会

① 給与対策委員会

１. 人事院給与改革への対応について

２. 賞与のプラスアルファの情報公開について

３. 教育技術職員等の俸給表問題について

４. 労務職員・嘱託職員の給与問題について

５. 給与データの情報収集

② 労働条件対策委員会

１. 嘱託職員の労働条件について

２. 嘱託職員(非正規雇用)の契約年数(３年を限度とすること)の問題

３. 改正高齢者雇用安定法への取り組み

４. 人事制度とその基準の明確化

５. 教育技術職員の労働条件の整備と確認

６. 職務に適った勤務体制の整備

７. 学年暦の見直し

③ 研究教育条件対策委員会

１. 新しい教員組織のあり方について

２. 国内出張旅費規程の見直しについて

３. 文系学部の研究条件の改善について

４. アスベスト問題 進展状況を確認する｡

④ 組合活性化委員会

１. 職場懇談会の活性化

２. 新組合員オリエンテーションの実施

３. 代議員オリエンテーション

４. 労働セミナー

⑤ 男女共同参画委員会

１. 各種ハラスメント対策を要望

組合員ハンドブック2007
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２. 男女共同参画社会への取り組みを要望

３. 職場の活性化を図るために､ 職場懇談会を開催する

４. 職場の問題に沿ったテーマで､ 講演会を企画､ 開催する

� 烏帽子形支部執行委員会

① 給与対策委員会

１. 嘱託職員の給与について

２. 嘱託の退職金問題

３. 医療 (二) の深夜手当ての改善

４. 給与白書の作成について

② 労働条件対策委員会

１. 年次有給休暇の取得について

２. 二交代制についての環境整備 (看護師の終了時間の問題)

３. 三六協定書の検討 (休日労働に対する割増賃金の確認)

４. 各職場のサービス残業ならびに勤務体制

５. 男女共同参画について (セクハラ・パワハラ問題)

③ 研究教育条件対策委員会

１. 教育技術職員の昇格条件の明確化

２. 名称変更の問題 (助手､ 助教)

３. 看護職員の学会出張費用について

④ 組合活性化委員会

１. 職場懇談会の促進

２. 新組合員への組合活動紹介

３. 各委員の活動について

⑤ 福利厚生対策委員会

１. エボシ祭りの開催

２. Ｄ駐車場の入り口の移転

⑥ 筑紫病院合同対策委員会

１. 筑紫まつりの開催

２. 筑紫病院の将来計画について
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月 活動スケジュール

12月
定期大会 → 定期大会後､ 新旧の引継ぎ
新執行部発足 → 新執行部の方針・新年度の予算作成

１月
新・旧役員引継ぎ (懸案事項の引継ぎ)
本部・支部の各委員会・対策委員会の責任者選出・役割分担
専門委員募集

２月 活動計画書作成 (活動計画案・予算案の決定)

３月
評議員会 → 臨時大会 (新年度の活動計画と予算が決定)
第１回学長交渉の準備

４月 大学との協定書締結 (三六協定等)

５月 第１回学長交渉

６月 祭りの準備 (各支部)

７月
新組合員オリエンテーション
七隈の夕べ・エボシ祭り・筑紫まつり

８月 第２回学長交渉の準備

９月 バスハイク

10月
スポーツ大会
第２回学長交渉
秋の文化行事

11月
次期役員選挙
活動報告書作成 (中央および両支部)
給与白書作成 (両支部給与対策委員会)

12月
評議員会 → 定期大会 (本年度の活動報告と決算報告)
執行部任期終了解散

通年 職場懇談会
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組合の収入のほとんどは､ 組合員の納める組合費です｡ 組合費の額は

組合費細則に定められています｡ 月額は､ 本俸月額の0�6％に相当する

額です｡ 嘱託職員の組合費はその本俸月額の0�3％に相当する額になっ

ています｡ この規約による額を､ 毎月の給与より自動引き落としされる

ようになっています｡ 平成19年度の組合員総数は約2�650名で､ 組合費

収入の総額は約5�100万円になります｡
10

(参考) 平成18年度本部単年度実質収支

(単位：円)

収

入

組合費収入

預金利息

雑収入

預り金収入

51,111,441

165

345,595

4,802,865

合 計 56,260,066

支

出

本部費

情宣費

事務費

福利厚生費

支部費

その他

予備費

2,303,800

1,024,574

12,564,291

9,145,031

13,031,050

1,647,177

24,639

合 計 39,740,562

単 年 度 収 支 差 額 16,519,504
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��32年の組合創立以来､ 50年を迎えるにあたり､ これまでの組合活動

のあゆみを年代順に振り返ると､ 設立当時の女子職員の結婚退職内規の

撤回要求に始まります｡

��48年に福大病院が設立されると､ 教職員数が倍増となり､ それに伴

い組合員数も���名から�����名になりました (下図は､ 組合員数の推移)｡

職種も多岐にわたり､ 各職場から労働上､ 給与上と多くの問題が浮上し

てきました｡ 助手・副手の２年任期､ 病院宿直問題､ 保育所問題､ 育児

休業制度､ 給与格差是正､ 嘱託職員の給与､ 看護婦の定年延長等につい

てです｡

��60年に筑紫病院が設立され､ 古い建物を購入した病院であったため､

建物の老朽化による問題が早速､ 起こってきました｡ 爾来20有余年､ 筑

紫病院に関しては､ やっと病院改築が実現しようとしています｡

この50年間には､ 多くの改善がなされてきましたが､ どれも遅々とし

て､ 長い年月がかかっております｡ しかし､ 長年の熱心な継続した活動

があったからこそ少しずつ労働条件も改善され､ 組合員の今日があると

いえます｡ なかでも平成11年の病院職員の８月15日の盆休獲得は大学と

の組合交渉の賜といえます｡

今後とも給与問題や週休二日制度の導入等の労働環境の改善について､

さらなる検討を要します｡

組合員ハンドブック2007
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��32年組合創立

��32年 女子職員の結婚退職 ・��42年 内規廃止

��42年 若年定年制問題 ・��48年 廃止 (書記補25歳､ 書記40歳)

��45年 助手・副手２年任期 ・��52年 撤廃

��48年 福大病院設立

��50年 宿・日直問題 ・��60年 撤廃

病院宿直問題
・��56‒57年 半日勤務可
・��63‒��元年 筑紫病院事務当直廃止
・��元年 福大病院２名中１名を嘱託化

保育所問題
・��６年 附設保育所設置
・��19年 附設保育所設立

��51年 教育技術職員学会出張 ・��52年 認可

育児休業制度
・��元年 看護婦のみ
・��５年 全職種 (嘱託除く)
・��17年 嘱託職員

給与格差是正 ・��７年 講師以上前歴換算８年に１号
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��54年 嘱託職員の給与
・��62年 給与二段階
・��５年 精勤手当

調理師枠拡大
・��２年 10名から13名へ
・��６年 15名から16名へ

��55年 中央監視室の職種変更 ・��63年 行(二)から行(一)へ

��56年 助手の学会出張 ・��12年 無条件２回

��57年 看護婦の定年延長 ・��４年 60歳まで延長

��60年 筑紫病院設立

��62年 教育技術職員私費出張
・��元年 公的機関受託研究のみ
・��５年 全受託研究に適用

��元年 筑紫病院自宅当直料 ・��２年 カットなしで支給

休日格差問題
・��８年 病院8�15盆休

病院季節休暇７日固定

��２年
併任講師制度

・��５年 医学部実施
・��８年 理工薬学実施
・��19年 講師昇格

セクハラ防止対策 ・��11年 規程制定

学長選挙制度問題 ・��８年 信任投票

�
�
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��３年 海外出張問題
・��５年 国内を海外に振替実施
・��８年 改制

半日休暇制度の導入
・��11年 看護職実施
・��17年 病院事務職員実施

��７年 介護休業制度
・��11年 規程制定全職種 (嘱託除く)
・��17年 嘱託職員実施

選択定年制度
・��８年 講師以上に適用
・��14年 新採用者から65歳定年
・��16年 全教職員に適用

��９年
勤務体制変更

・��10年 看護職 (二交代制導入)
・��12年 医療技術職 (二交代制導入)
・��19年 筑紫病院 (６月二交代制導入)

��９年 組合創立40周年祝賀会開催

��12年 嘱託職員の契約更新
・��14年 60歳まで更新確定
・��19年 新採用から雇用期間３年

教育職員の雇用保険加入 ・��18年 実施

��17年 嘱託職員の専任登用制度 ・��19年 事務職員実施

��19年 組合創立50周年を迎える
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組合員の福利厚生のために､ 組合独自の活動や､ 外部の施設と契約を

し､ 組合員の利便をはかっています｡

� ������

慶弔費は結婚､ 出産､ 死亡､ 退職､ 病気に対して､ 規程により支給さ

れるものです｡ また､ 天災､ その他中央執行委員長が必要と認める事態

が発生した場合にも､ 中央執行委員会に諮って支給されます｡ 支給額は

以下の規程をご覧下さい｡

《慶弔見舞金規程》

組合員に慶弔等があった場合､ 次に定めるところによって､ 支出する｡

１. 慶の場合

イ. 本人の結婚 20�000円 (在職期間中の結婚に限る)

ロ. 出生の場合 10�000円

２. 弔の場合

イ. 本人の死亡

ロ. 配偶者の死亡 20�000円

ハ. 同一戸籍上の子女の死亡 ���������

10�000円
ニ. 本人の父母の死亡

組合員ハンドブック2007

15

組合員在籍期間 金 額

① 10 年 未 満 100,000円

② 10年以上20年未満 200,000円

③ 20 年 以 上 300,000円

上記の金額の範囲以内で供花､香典等に充てることができる｡

�
�
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３. 退職の場合

４. 傷病の場合

イ. １週間以上入院の場合 ���������

10�000円
ロ. ２週間以上自宅療養の場合

５. つぎの場合､ 中央執行委員長が中央執行委員会に諮って決める｡

イ. 天災その他災害を蒙った場合

ロ. その他必要と認める事態が発生した場合

６. ２－イについては組合員歴を有する在職者について適用する｡

ただし､ 組合員歴を有する在職者には､ 自ら組合を脱退した者およ

び除名された者は含まない｡

付則 この改正規程は平成16年12月18日より施行する｡

平成18年度は､ 以下のとおり支払いました｡

16

組合員在籍期間 金 額

① ３年以上10年未満 10,000円

② 10年以上20年未満 20,000円

③ 20年以上30年未満 30,000円

④ 30 年 以 上 50,000円

種 別

結婚祝い金

出生祝い金

死亡弔慰金

退職餞別金

病気見舞金

対象件数

５９件

７０件

４６件

１３２件

６７件
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同好の組合員が集まり､ 会費で運営されている多くの同好会あるいは

同好会が主催するオープン大会に対して､ 組合では運営費の一部を援助

しています｡ 同好会の結成や活動の停止､ また幹事の交代等については

組合事務室に連絡しなければなりません｡

組合員ハンドブック2007
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活動費援助同好会一覧

同 好 会 名 連絡先(幹事) 所 属 内 線

ヨット 長友 謙二 工学部 6560

バドミントン 藤本 俊史 研究推進部 4646

山の会 川� 敏彦 会計課 2332

美術 都地 正範 エクステンションセンター事務室 4622

ソフトテニス 松本 祐一 学生課 2659

福岡大学職員 野球 瀬戸 秀樹 会計課 2334

職員テニス 花園 弘志 薬学部 6652

剣道 緒方 健治 医学部事務課 5‒3011

マラソン 山下 国伸 筑･医療安全管理部事務室 921‒1011

釣 伊藤 文博 大濠高校 771‒0731

水泳 山口 武夫 理学部 6242

ソフトボール 永田 潔文 理学部 6153

囲碁 吉田 哲夫 理学部 6170

卓球 早田 和秀 学術情報課 2733

スカッシュラケット 山下 国伸 筑･医療安全管理部事務室 921‒1011

ゴルフ 成吉 大作 内部監査室 4661

花信会 大川 雅史 薬学部 6611

軽音楽 柴田千代治 法学部事務室 2535

温泉 河野美知子 教務課 2212

バードウォッチング 谷口 義和 経理課 5‒2821

合気道 山田 祐二 学術振興室 4651

観劇の会 山下 国伸 筑･医療安全管理部事務室 921‒1011

テンヤマダイ 田村 和彦 人文学部 4319

�
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同 好 会 名 連絡先(幹事) 所 属 内 線

福岡大学病院 野球 服部 和文 医療管理課 5‒2887

書道 津々見恵子 経済学部事務室 2219

メディカルゾーン ゴルフ 青柳 征一 医事課 5‒2871

表千家 茶道 松尾 実香 リハビリ 5‒2070

華道 新池坊 橋本 丈代 手術部 5‒2980

池坊 松尾 佳野 医・心臓血管内科学 5‒3366

愛陶会 後藤 正明 研究推進部 4645

ハム 松山 弘二 医・ＲＩ施設 5‒3180

ボウリング 田� 奈央 法学部事務室 2536

釣 大久保久常 医・情報センター 5‒3111

トライアスロン 村田 邦彦 医･電子顕微鏡センター 5‒3117

医学部病院硬式テニス 副島 修 整形外科 5‒3465

医学部病院走ろう会 村田 邦彦 医･電子顕微鏡センター 5‒3117

囲碁 尾田 憲康 筑・検査部 921‒1011

筑紫病院 テニス 西村 和洋 筑・病理部 921‒1011

筑紫病院 野球 江渕 猛雄 筑・医事課 921‒1011

筑紫病院 ボウリング 深堀 丈夫 筑・管理課 921‒1011

筑紫病院 書道 平島 裕之 筑・放射線部 921‒1011

筑紫病院 バドミントン 西村 和洋 筑・病理部 921‒1011
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組合では組合及び組合員の法律的なトラブルに対処するために､ 法律

相談部を設置しています｡ 法学部の教員が責任者となって学内での法律

相談を受けるほか､ 下記の組合が契約している法律事務所でも弁護士に

よる法律相談を無料で受けることができます｡

組合員ハンドブック2007
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【契約法律事務所】

事務所名 女性協同法律事務所 あおぞら法律事務所

代 表 辻本 育子 前田 豊

住 所
福岡市中央区天神2丁目14‒8
福岡天神センタービル４階

福岡市中央区大名2丁目7‒11
斉藤ビル３階

電 話 092‒751‒8222 092‒721‒1425

Ｆ Ａ Ｘ 092‒751‒8220 092‒721‒1498

備 考

＊ 相談時間は月曜日～金曜日 (祝日を除く) の午前９時～午後
５時までです｡

＊ 間違いを防ぐため､ 電話相談はいたしません｡ 相談自体は事
務所にて行います｡

＊ 組合を通さずに､ 法律事務所に直接相談できます｡ 電話予約
時に､ 福岡大学教職員組合の組合員 (またはその家族) であ
る旨をお伝えください｡

＊ 男性の方の離婚相談､ 及びセクシュアルハラスメントの加害
者側となる件の相談については､ あおぞら法律事務所をご利
用ください｡
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組合では組合員の親睦と相互交流を図るため､ 様々な行事を主催して

います｡ 職種を超えて交流が広がる機会ですので､ 多くの組合員の参加

を期待しています｡ 開催前には ｢職組ニュース｣ でご案内いたします｡

� スポーツ大会…ソフトボール大会やボウリング大会などみんなで

楽しめるスポーツを行っています｡

� 文化行事…観劇や音楽会などを主催したり､ 一般の文化行事のチ

ケットを割安で提供したりしています｡

20

〈秋の文化行事一覧〉

年 度 行 事 内 容

平成10年度 劇団四季 ｢キャッツ｣

平成11年度 なし

平成12年度 なし

平成13年度 劇団四季 ｢ライオンキング｣

平成14年度
劇団四季 ｢ライオンキング｣
まさかね見世公演

平成15年度
劇団四季 ｢オペラ座の怪人｣
東儀秀樹コンサート

平成16年度
劇団四季 ｢異国の丘｣
みやこ寄席

平成17年度 胡弓コンサート 於：城南市民センター

平成18年度
劇団四季 ｢アイーダ｣
格安映画チケット

�
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� バスハイク…秋の行楽シーズンにご家族も一緒に出かけられる日

帰り旅行を行っています｡

� 七隈の夕べ・エボシ祭り・筑紫まつり…組合員相互の交流と親睦

を深め､ 組合への関心を高め､ 支部活動の強化をはかるため､ 例年

７月に開催しています｡

組合員ハンドブック2007
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年 度 行 事 内 容

平成10年度 梨・りんご狩りと門司港レトロタウン散策

平成11年度 田主丸町での梨狩りとワイン・焼酎工場見学

平成12年度 なし

平成13年度 阿蘇ファームランドと優峰園フルーツランド

平成14年度 上津江フィッシングパーク(渓流釣り・森林浴散策)

平成15年度 湯田温泉・瓦そば御膳・長府城下町散策

平成16年度 なし

平成17年度 別府温泉とうみたまごで癒しの休日

平成18年度 なし

平成19年度 下関海響館と門司港レトロ散策
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組合員の福利厚生の一環として､ 各種施設と契約を結んでいます｡ 新

規に契約されるものもありますので､ その都度 ｢職組ニュース｣ をご覧

下さい｡ 利用手続きの詳細については､ 組合事務室までお問合せくださ

い｡

� 海の家…芥屋海水浴場と津屋崎東海水浴場の海の家を無料または

格安料金で利用できます｡ 利用券の申請は組合事務室までお願いし

ます｡

〈津屋崎東海水浴場〉

期 間 平成19年７月１日(日)～８月26日(日)

民宿・海の家 ｢ 若 草 ｣ ��� 0940‒52‒0347

利 用 時 間 午前９時～午後５時

宿 泊 時 間 午後５時～午前８時

22

契約料金 組合負担 組合員利用料金

利
用
料

大 人 900円 900円 0円

子 供 650円 650円 0円

宿
泊
料

大 人 2,000円 1,000円 1,000円

子 供 1,500円 750円 750円
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〈芥屋海水浴場〉

期 間 平成19年７月１日(日)～８月31日(金)

海 の 家 � 朝日屋 ��� 328‒1966

� 磯の屋 ��� 328‒1967

� 白浜屋 ��� 328‒2354

� 玄 海 ��� 328‒2414

利用時間 午前７時～午後５時

宿泊時間 午後５時～午前７時

� シーガイア…ホテル宿泊やオーシャンドームの利用が割引料金に

なります｡

� レイクサイドホテル久山…宿泊料が10％割引になります｡

組合員ハンドブック2007
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契約料金 組合負担 組合員利用料金

利
用
料

大 人 900円 900円 0円

子 供 700円 700円 0円

宿

泊

料

平
日

大人 1,500円 750円 750円

子供 800円 400円 400円

土
曜

大人 2,500円 1,250円 1,250円

子供 800円 400円 400円

＊シャワー料金200円は利用者負担となります｡

�
�

�
�
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現在､ 組合で取り扱っている保険 (死亡､ 傷病､ ガンなど)､ ローン

(住宅・車・教育など) の代理店は以下のとおりです｡
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会 社 名 問 い 合 わ せ 先

《アリコ・ジャパン》 担当代理店 株式会社ＫＲＣ
〒812‒0007 福岡市博多区東比恵２丁目７‒18
担当者：柿原 完將 ��� 090‒7533‒1115

《アメリカンファミ
リー生命保険》

担当代理店 九電産業株式会社
〒810‒0004 福岡市中央区渡辺通２‒１‒82‒４階
担当者：江村 昭彦 ��� 092‒761‒5592

《九州労働金庫》 〒810‒8509 福岡市中央区大手門３‒３‒３
担当者：近藤 信吾 ��� 092‒714‒7031

《全労済》 〒810‒8611 福岡市中央区舞鶴１‒１‒７
担当者：岩城 秀 ��� 092‒732‒4047
お客様サービスセンター 0120‒00‒6031

《日立キャピタル》
※住宅ローン
※自動車ローン

〒812‒8605 福岡市博多区店屋町１‒35
博多三井ビル２号館10階

担当者：野村 稔 ��� 092‒281‒6286
�

�
�

�
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場 所 福岡大学第４食堂１階

電 話
092‒863‒5233
(内線2290 医学部・病院からは55‒2290)

Ｆ Ａ Ｘ 092‒801‒7779

メ ー ル �����������3�	
��������

Ｕ Ｒ Ｌ ����������004�����	
��������������

職 員 坂本､ 瀬戸川

業務時間
月曜日～金曜日 ８時45分～18時まで
土曜日 ８時45分～12時30分まで

��������	
���

〒814‒0180 福岡市城南区七隈８丁目19‒１

����
�����

��


